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青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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一
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平
成
二
十
一
年

五
月
二
十
七
日

(

水
曜
日)

第
三
千
八
十
九
号

３ ２ １ 図
面
番
号

国

道

県

道

県

道

道
路
の

種

類

三
三
九
号

黒
石
停
車
場

線 松
木
平
撫
牛

子
停
車
場
線

路
線
名

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
相
原
七
二
の
四
か
ら

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
大
泉
二
七
七
の
四
ま
で

黒
石
市
一
番
町
四
〇
の
一
か
ら

黒
石
市
一
番
町
四
〇
の
一
ま
で

黒
石
市
一
番
町
三
九
か
ら

黒
石
市
一
番
町
四
〇
の
一
ま
で

弘
前
市
大
字
豊
田
三
丁
目
七
の
二
か
ら

弘
前
市
大
字
豊
田
三
丁
目
七
の
二
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 後 前 後 前
変
更
の

前
後
別

九
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
〇
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

九
〇
五
・
九
〇
メ
ー
ト
ル

九
〇
三
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

二
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

七
三
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

二
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

二
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日
を
も
っ
て
青
森
県
収

入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
の
業
務
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

八
戸
市
白
銀
三
丁
目
四
の
一

佐
々
木

力
公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
黒
石
停
車
場
線

黒
石
市
一
番
町
四
〇
の
一
か
ら

黒
石
市
一
番
町
四
〇
の
一
ま
で

平
成
��･

�･

��

国
道
三
三
九
号

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
相
原
七
二
の
四
か
ら

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
鶴
田
字
大
泉
二
七
七
の
四
ま

で

〃

開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
芋
ケ
崎
六
四

四
の
一
、
六
四
四
の
三
、
六
四
四
の
四
、
六

四
八
の
二
、
六
四
九
の
一
、
六
五
四
の
二
、

六
五
五
の
七
、
六
五
六
の
四
及
び
六
六
四
の

一
の
一
部

(

第
一
工
区)

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
芋
ケ
崎
一
一

五農
事
組
合
法
人

吹
越
台
地
飼
料
生
産
利
用

組
合

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年
月
日

自
由
民
主
党
青
森

県
青
森
市
第
一
支

部

高
橋

修
一

荒
谷

省
吾

青
森
市
港
町
二
の
一
〇
の

三
一

平
成

��･

�･

�



( )

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
政
治

団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

一
以
上
の
市
町
村
の
区
域
又
は
公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)
第
十
二
条
に
規
定
す

る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人
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政
治
団
体
の
名
称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年
月
日

須
藤
良
美
後
援
会

横
田

幸
穂

佐
藤

光
男

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来

字
金
ヶ
沢
尻
四
四
の
六

平
成

��

･

�･

�

一
昇
会

成
田

實

今
野

俊
則

弘
前
市
大
字
代
官
町
七
九

の
三

��･

�･

��

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

自
由
民
主
党
八

戸
市
支
部

会
計
責
任
者

秋
山

恭
寛

大
館

恒
夫

平
成

��･

�･
�

自
由
民
主
党
倉

石
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
戸
郡
五
戸
町
大
字

倉
石
中
市
字
浦
田
三

九

三
戸
郡
五
戸
町
大
字

倉
石
石
沢
字
石
沢
四

九

代

表

者

竹
洞

信
一

赤
坂

周
一

��･

�･

��

自
由
民
主
党
三

戸
町
支
部

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
戸
郡
三
戸
町
大
字

斗
内
字
清
水
田
一
一

四

三
戸
郡
三
戸
町
大
字

斗
内
字
中
堤
九
の
一

��･

�･

��

政
治
団
体
の

名

称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

全
国
社
会
福
祉

政
治
連
盟
青
森

県
支
部

代

表

者

前
田

保

良
原

せ
つ

平
成

��･

�･

�

お
お
や
保
後
援

会

会
計
責
任
者

新
山

智

森
山

隆
雄

��･

�･

�

菊
池
健
治
後
援

会

代

表

者

其
田

桂

関

精
吉

��･

�･

�

瑞
雲
会

会
計
責
任
者

新
山

智

森
山

隆
雄

��･

�･

�

祥
友
会

会
計
責
任
者

一
郷

誠

相
馬

寛
人

��･

�･

�

大
島
理
森
倉
石

村
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

三
戸
郡
五
戸
町
大
字

倉
石
中
市
字
浦
田
三

九

三
戸
郡
五
戸
町
大
字

倉
石
石
沢
字
石
沢
四

九

代

表

者

竹
洞

信
一

赤
坂

周
一

��･

�･

�

工
藤
と
く
の
ぶ

後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
羽
白
字

沢
田
五
五
二
の
五

青
森
市
南
佃
二
の
一

〇
の
三

��･

�･

��

大
島
理
森
後
援

会

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
以
外
の
政
治
団

体

法
第
十
九
条
の
七
第

一
項
第
二
号
に
係
る

国
会
議
員
関
係
政
治

団
体
公
職
の
候
補
者
の
氏

名
及
び
公
職
の
種
類

大
島

理
森

衆
議
院
議
員

��･

�･

��

藤
川
友
信
後
援

会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
石
手
洗

字
上
石
手
洗
三
三
の

一

八
戸
市
大
字
常
番
町

五
の
一

��･

�･

��



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
七
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人
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政

治

団

体

の

名

称

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

古
川
秀
広
後
援
会

平
成
��

･

�･

��

平
成
��･

�･

��

届
出
者
の
氏
名

(

公
職
の
種
類)

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

届

出

年
月
日

藤
川

友
信

(

県
議
会
議
員)

藤
川
友
信
後

援
会

主
た
る
事

務
所
の
所

在
地

八
戸
市
大
字
石

手
洗
字
上
石
手

洗
三
三
の
一

八
戸
市
大
字
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